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細胞検査 

細胞診検査は、病変全体を反映するものではなく、また必ずしも診断を確定するものでは

ありません。病理組織検査等の検査結果と併せて総合的にご判断ください。 

検査項目 検査材料 

実施料 

診療報酬区分 

判断料区分 

検体量 
保存

方法 

所要 

日数 

検査

方法 
容器 

細

胞

検

査

婦人科材料 

直接塗抹 

子宮膣部 

子宮頸部 

体内膜 

膣断端部 

外陰部 

150 

N004(01) 

病 

塗抹標本 

(湿固定 1枚) 
室温 

3～7 

※B

パ

パ

ニ

コ

ロ

ウ

染

色

下記 

参照 

※2,3

婦人科材料 

LBC 

(Sure Path 法) 

子宮膣部 

子宮頸部 

体内膜 

膣断端部 

外陰部 

150+36 

N004(01)+N004 

(01注 1) 

病 

指定容器での 

提出 
室温 

4～8 

※B

下記 

参照 

※4

婦人科材料 

LBC 

(Thin Prep 法) 

子宮膣部 

子宮頸部 

膣断端部 

外陰部 

150+36 

N004(01)+N004 

(01注 1) 

病 

指定容器での 

提出 
室温 

4～8 

※B

下記 

参照 

※5

細胞診 

その他 

呼吸器検体 

喀痰 

190 

N004(02) 

病 

生検体 

または 

塗抹標本 

(湿固定 2枚) 

冷蔵

室温 

4～8 

※B

下記 

参照 

※6,2,3

蓄痰 

190 

N004(02) 

病 

YM式専用 

固定容器など 
室温 

4～8 

※B

下記 

参照 

※7 
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 検査項目 検査材料 

実施料 

診療報酬区分 

判断料区分 

検体量 
保存

方法 

所要 

日数 

検査

方法 
容器 

細

胞

検

査 

細胞診 

その他 

呼吸器検体 

気管支洗浄 

190 

N004(02) 

病 

生検体 

または 

湿固定 2枚 

または 

乾燥固定 1枚 

冷蔵

室温 

4～8 

※B 

パ
パ
ニ
コ
ロ
ウ
染
色
／
メ
イ
ギ
ム
ザ
染
色 

下記 

参照 

※8,2,3 

気管支擦過 

190 

N004(02） 

病 

湿固定 1枚 

または 

乾燥固定 1枚 

室温 
4～8 

※B 

下記 

参照 

※2,3 

細胞診 

その他 

穿刺吸引細

胞診 

体腔洗浄 

など 

液状材料 

(尿/体腔液/

胆汁/膵液/

髄液/洗浄液

など) 

190 

N004(02） 

病 

生検体 

または 

湿固定 1枚 

または 

乾燥固定 1枚 

冷蔵

室温 

4～8 

※B 

下記 

参照 

※8,2,3 

擦過材料 

(消化管/乳

頭など) 

190 

N004(02) 

病 

生検体 

または 

湿固定 1枚 

または 

乾燥固定 1枚 

冷蔵

室温 

4～8 

※B 

針穿刺吸引

材料 

(乳腺/甲状

腺/肺/リン

パ節/前立腺

など) 

190 

N004(02) 

病 

生検体 

または 

湿固定 1枚 

または 

乾燥固定 1枚 

冷蔵 

室温 

4～8 

※B 

捺印標本 

(腫瘍/リン

パ節など) 

190 

N004(02) 

病 

生検体 

または 

湿固定 1枚 

または 

乾燥固定 1枚 

冷蔵

室温 

4～8 

※B 
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※B:判定の困難な症例などの場合、報告が遅延する場合がありますので、予めご了承ください。

検査項目 検査材料 

実施料 

診療報酬区分 

判断料区分 

検体量 
保存

方法 

所要 

日数 

検査

方法 
容器 

口腔 

190 

N004(02) 

病 

LBC指定容器 

または 

湿固定 1枚 

室温 
4～8 

※B

パ
パ
ニ
コ
ロ
ウ
染
色 

下記 

参照 

※3,4 
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〖標本の固定〗 

固定は細胞の変性、融解、乾燥などの変化を停止させる作業ですので、塗抹後直ちに固定

する必要があります。 

 湿固定（パパニコロウ染色、PAS染色など） 

塗抹したスライドガラスを 95％エタノールに 30分以上浸漬して固定してください。 

 乾燥固定（ギムザ染色） 

塗抹後直ちに、塗抹面を扇風機や冷風ドライヤーなどで急速に乾燥させます。自然乾

燥は乾燥むらが生じるので不適切となります。 

 

〖依頼書およびスライドガラスへの記入方法〗 

細胞検査は下記内容が重要な情報となりますので、記入漏れのないようにお願いします。 

 

【依頼書】 ※下記の必要事項を必ず明記してください。 

 病医院名、患者氏名（カナ）、性別、生年月日（または年齢）、カルテID、検体の種

類・個数 

 検査材料、採取方法 

 臨床診断、臨床経過、検査、治療、諸事項 

 病変部の大きさ、性状 

 婦人科材料や乳腺材料の場合、月経、妊娠の有無、その他のホルモン治療の有無など 

 前回実施の細胞診報告№、前回実施に病理組織標本№ 

 ご提出の検体本数およびスライドガラス枚数 

 

※依頼書には、患者名・性別・年齢・臨床診断・臨床経過及び手術の有無・所見などを必

ず正確に明記してください。記入漏れなどがある場合は検査保留となり、問い合わせ等に

時間を要しますので、検査が遅延する可能性があります。 

 

【スライドガラス】 

 すりガラス部に患者名を鉛筆で記入してください。 

（注）ボールペン、サインペン等は、固定液や染色工程で消えてしまいますので、必

ず鉛筆で記入してください。 

 乾燥固定の場合は、【乾燥】と記入してください。 

 

※１細胞診（婦人科材料等によるもの）について、固定保存液に回収した検体から標本を

作製して、診断を行った場合には、『婦人科材料等液状化検体細胞診加算』として『18点』

が所定点数に加算されます。過去に穿刺し又は、採取し固定保存液に回収した検体から標

本を作製し診断を行った場合には算定されず、採取と同時に行った場合のみです。 

 

〖検査材料の採取・塗抹・提出方法〗 

 婦人科材料（直接塗抹法）は、乾燥を防ぐために、塗抹後直ちに（1 秒以内）湿固定

してください。 

 閉経後婦人からの採取には、なるべく生理食塩水に浸した綿棒を使用してください。 
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〖細胞診判定〗 

■判定方法・判定基準と各種検査材料 

細胞診判定は、従来、パパニコロウ分類（CLASS分類）を主体として実施しておりまし

た。しかし材料によっては、その材料に適した判定方法が採用され、浸透しつつあります。 

現在では、婦人科細胞診では【ベセスダシステム】、甲状腺では【甲状腺細胞診報告様

式】、乳腺では【乳腺細胞診報告様式】といった学会主導の独自の判定方法があります。 

当ラボでは、下記の内容で判定を実施しております。 

 

判定方法・判定基準 検査材料 

パパニコロウ分類（CLASS分類） 
婦人科材料、呼吸器材料、泌尿器材料、乳腺、甲

状腺、体腔液、その他 

ベセスダシステム 婦人科（膣部、頸管、頸部） 

３段階分類（陰性・疑陽性・陽性） 
婦人科（体部）、その他３段階分類での判定依頼

のあった材料※ 

肺癌検診における喀痰細胞診の判定区分

（A～E分類） 
肺癌検診における喀痰細胞診のみ※ 

乳腺細胞診報告様式 乳腺※ 

甲状腺細胞診報告様式 甲状腺※ 

日本臨床細胞学会 腔細胞診ワーキング

グループ新報告様式 
口腔※ 

※基本的には、パパニコロウ分類（CLASS分類）ですが、依頼時に確認を致します。 

 

■パパニコロウ分類（CLASS分類） 

パパニコロウ 

分類 

 判定結果・ 

３段階分類 

CLASSⅠ 異常または異型細胞を認めない 
陰性 

CLASSⅡ 異常または異型細胞を認めるが、悪性所見ではない 

CLASSⅢ 悪性の疑いがある異常細胞を認めるが、確定的ではない 

疑陽性   CLASSⅢa Probably benign atypia 

    CLASSⅢb Malignancy suspected 

CLASSⅣ 悪性が強く疑われる細胞を認める 
陽性 

CLASSⅤ 悪性と判断できる細胞を認める 

 

■婦人科材料 

外陰、膣壁、子宮膣部、頸部、膣断端部 

ベセスダシステムのみ（ベセスダシステム2001準拠子宮頸部細胞診報告様式） 

ベセスダシステムと日母分類の併記 

※基本的には、ベセスダシステムのみとなります。 

日母分類との併記は、要相談となります。 
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■べセスダシステムにおける標本の適正・不適正評価について 

【検体適正】：保存状態がよく、鮮明に見える扁平上皮細胞が直接塗抹法では、8,000～

12,000個、液状検体法の場合は、5,000個以上を目安としております。 

【検体不適正】：評価可能な扁平上皮細胞数が非常に少ない場合、多数の炎症細胞によっ

て覆われている場合、適度な乾燥によってアーチファクトが著名な場合

などが該当します。また、検体不適合（検体ラベルがなく特定できない・

スライドが破損して標本作製不能など）の場合は、標本作製および標本

の評価・判定は実施しません。 

 

検体の 

適否 

べセスダ表記 

(略語) 
用語説明 推定病変 旧日母分類 指針 

不適正 － － － 判定不能  

適正 

NILM 陰性 
非腫瘍性所見 

炎症 

Ⅰ 

Ⅱ 
次回定期検査 

ASC-US 

意義不明な

異型扁平上

皮細胞 

軽度扁平上皮内病変

疑い 

Ⅱ 

Ⅲa 

要精密検査 

HPV 検査または細

胞診（６カ月後）が

必要 

ASC-H 

HSIL を除

外できない

異型扁平上

皮細胞 

高度扁平上皮内病変

疑い 
Ⅲ 

要精密検査 

(コルポ、生検) 

LSIL 
軽度扁平上

皮内病変 

HPV感染 

軽度異形成 
Ⅲa  

HSIL 
高度扁平上

皮内病変 

中等度異形成 

高度異形成 

上皮内癌 

微小浸潤扁平上皮癌

疑い 

扁平上皮癌疑い 

Ⅲa 

Ⅲb 

Ⅳ 

 

SCC 扁平上皮癌 
微小扁平上皮癌 

扁平上皮癌 
Ⅴ  

AGC 異型腺細胞 
腺異型 

腺癌疑い 

Ⅲ 

Ⅳ 

要精密検査 

(コルポ、生検、頸

管および内膜細胞

診または組織診) 

AIS 上皮内腺癌 上皮内腺癌 Ⅳ  

adenocarcinoma 腺癌 腺癌 Ⅴ  

Ohter malig. 
その他の悪

性腫瘍 

その他の異型細胞 

その他の悪性腫瘍 
Ⅲ～Ⅴ 

要精密検査 

(病変検索) 
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■３段階分類（陰性・疑陽性・陽性） 

判定 推定組織像 ※体内膜細胞診における３段階分類 

陰性 

異型または異常細胞を認め

ない 

異型または異常細胞を認め

るが、悪性と断定できない 

正常子宮内膜 

その他の非腫瘍性所見（炎症、退行性病変、修復再

生上皮、妊娠性病変、IUDなどの異物変化）など 

疑陽性 

悪性の疑いのある異常細胞

を認めるが悪性と断定でき

ない 

主として子宮内膜増殖症 

主として子宮内膜異型増殖症 

陽性 

悪性細胞を想定する（悪性

の特徴に乏しくかつ少数） 

悪性細胞を多数認める 

悪性細胞を想定する（悪性の特徴に乏しくかつ少数） 

悪性細胞を多数認める 

 

■肺癌検診における喀痰細胞診の判定区分（A～E分類） 

判定区分 細胞所見 指導区分 

A 喀痰中に組織球を認めない 材料不適、再検査 

B 
正常上皮細胞のみ、基底細胞増生、軽度

異型扁平上皮細胞、線毛円柱上皮細胞 

現在異常を認めない 

次回定期検査 

C 
中等度異型扁平上皮細胞、核の増大や濃

染を伴う円柱上皮細胞 
再塗抹または 6か月以内の再検査 

D 
高度（境界）異型扁平上皮細胞または悪

性腫瘍が疑われる細胞を認める 直ちに精密検査 

E 悪性腫瘍細胞を認める 

 

■乳腺細胞診報告様式 

判定 細胞所見 

検体不適正 

標本作製不良（乾燥、固定不良、細胞挫滅、破壊、末梢血混入、厚

い標本）または、病変を推定するに足る細胞が採取されていないた

め、診断が著しく困難な標本 

不適正とした標本はその理由を明記する 

検体適正 

正常 

あるいは 

良性 

正常乳管上皮および乳管内乳頭種、乳腺症、線維腺腫、葉状腫瘍（良

性）、嚢胞、乳腺炎、脂肪壊死などが本区分に含まれる 

鑑別困難 

細胞学的に良・悪性の判定が困難な病変を指す 

乳頭状病変（乳頭内乳頭種、乳頭癌）、上皮増生病変（乳管過形成、

異型乳管過形成、低異型度乳頭癌、篩状型など）、上皮結合織増生

病変（境界悪性葉状腫瘍、一部の乳腺症型線維腺腫）など良・悪性

判定が困難な細胞群が本区分に含まれる 

悪性の疑い 主として異型の少ない非浸潤癌や小葉癌などが本区分に含まれる 

悪性 乳癌、非上皮性悪性腫瘍などが本区分に含まれる 

 



 14 / 17 

 

■甲状腺細胞診報告様式 

判定区分 所見 標本・疾患 

検体不適正※ 細胞診断ができない 

標本作製不良（乾燥、変性、固定不良、抹消血混

入、塗抹不良など）病変を推定するに足る細胞あ

るいは成分（10 個程度の濾胞上皮細胞からなる

集塊が 6 個以上、豊富なコロイド、異型細胞、

炎症細胞など）がない。 

検
体
適
正
※ 

嚢胞液 
嚢胞液で、コロイドや濾

胞上皮細胞を含まない 

良性の嚢胞に由来する。 

稀に嚢胞形成性乳頭癌が含まれることがある 

良性 悪性細胞を認めない 

正常甲状腺、腺腫様甲状腺種、甲状腺炎（急性、

亜急性、慢性、リーデル）、バセドウ病などが含

まれる。 

意義 

不明 

良性・悪性の鑑別が困難、

他の区分に該当しない、

診断に苦慮する 

乳頭癌の可能性がある。（乳頭癌を示唆する細胞

が少数、腺腫様甲状腺腫と乳頭癌の鑑別が困難、

橋本病と乳頭癌の鑑別が困難）、特定が困難な異

型細胞が少数、濾胞性腫瘍と乳頭癌の鑑別が困

難、橋本病とリンパ種との鑑別が困難、などが含

まれる。 

濾胞性

腫瘍 

濾胞腺腫または濾胞癌が

推定される、あるいは疑

われる 

多くは、濾胞腺腫、濾胞癌である。好酸性細胞型

や異型腺腫を推定する標本も含まれる。腺腫様甲

状腺腫、濾胞型乳頭癌、副甲状腺腺腫のこともあ

る。 

悪性の

疑い 

悪性と思われる細胞が少

数または所見が不十分な

ため、悪性と断定できな

い 

種々の悪性腫瘍および硝子化索状腫瘍が含まれ

るがその多くは乳頭癌である。乳頭癌を疑うが濾

胞性腫瘍が否定できない標本も含まれる。良性疾

患で含まれる可能性のあるもとしては、異型腺

腫、腺腫様甲状腺腫、橋本病などがある。 

悪性 悪性細胞を認める 
乳頭癌、低分化癌、未分化癌、髄様癌、リンパ腫、

転移癌などが含まれる。 

 

※甲状腺細胞診における適正・不適正の基準 

適正：下記 4項目のいずれかの場合を適正と

する 

不適正：下記 2項目のいずれかの場合を不適

正とする 

1）10個程度の濾胞上皮細胞からなる集塊が

6個以上 

1）標本作成不良（乾燥、変性、固定不良、

抹消血混入、塗抹不良など） 

2）豊富なコロイド 2）適性の項目のいずれにも該当しない 

3）異型細胞の存在（細胞数は問わない） 

4）リンパ球、形質細胞、組織球などの炎症

細胞 
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■日本臨床細胞学会口腔細胞診ワーキンググループ新報告様式 

判定区分 所見 

標本の適正評価 

検体適正 or 検体不適正 

具体的な細胞数の規定はないが、極端に少数

の場合や変性が強い場合は検体不適正とし

て、再検査を行う 

NILM 

(negative for intraepithelial lesion of 

malignancy) 

正常および反応性あるいは上皮内病変や悪性

腫瘍性変化がない 

OLSIL 

(oral low-grade squamous intraepithelial 

lesion or low-grade dysplasia) 

口腔低異型度上皮内腫瘍性病変あるいは上皮

性異形成相当 

OHSIL 

(oral high-grade squamous intraepithelial 

lesion or high-grade dysplasia) 

口腔高異型度上皮内腫瘍性病変あるいは上皮

性異形成相当 

SCC 

(squamous cell carcinoma) 
扁平上皮癌 

IFN 

(indefinite for neoplasia) 

鑑別困難 

細胞学的に腫瘍性あるいは非腫瘍性と判断し

難い 

 

■口腔細胞診の判定と組織像の対応表 

新報告様式 ３段階分類 
CLASS

分類 

組織像 

(WHO分類 2005) 

NILM 

(negative for intraepithelial lesion of malignancy) 
陰性 Ⅰ・Ⅱ 

 

OLSIL 

(oral low-grade squamous intraepithelial lesion or 

low-grade dysplasia) 

疑陽性 Ⅱ～Ⅲa 
軽度上皮性異形成 

中等度上皮性異形成 

OHSIL 

(oral high-grade squamous intraepithelial lesion 

or high-grade dysplasia) 

 Ⅲ～Ⅳ 
高度上皮性異形成 

上皮内癌 

SCC 

(squamous cell carcinoma) 
陽性 Ⅴ 扁平上皮癌 

IFN 

(indefinite for neoplasia) 

   

 

  




